
1 

 

令和３年１２月２０日 東京地方裁判所刑事第７部宣告 

令和２年特 第２６６３号 出資の受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する法

律違反被告事件 

主          文 

被告人を懲役２年６か月及び罰金２００万円に処する。 

未決勾留日数中２１０日をその懲役刑に算入する。 

その罰金を完納することができないときは，金１万円を１日に換

算した期間被告人を労役場に留置する。 

この裁判が確定した日から５年間その懲役刑の執行を猶予する。 

訴訟費用は被告人の負担とする。 

理          由 

【犯罪事実】 

 被告人は，東京都千代田区（住所省略）に本店を置き，磁気治療器の販売等を業

とするＡ株式会社の代表取締役社長兼財務部長として，家庭用磁気治療器のリース

債権譲渡契約を含むＡの商品や契約の売上げ向上を牽引するなどしていたもので

あるが，同社代表取締役会長Ｂ，同社取締役Ｃ，同社国際部ゼネラルマネージャー

Ｄ，同社営業部お客様相談室室長Ｅ，同社営業部営業連絡課課長代理Ｆ，同社秋田・

山形・宮城エリア地方マネージャーＧ，同社関東等地方マネージャーＨ，同社北信

越地方マネージャーＩ，同社中部地方マネージャーＪ，同社関西第１地方マネージ

ャーＫ，同社関西第２・四国・九州地方マネージャーＬ，同社中国地方マネージャ

ーＭらと共謀の上，いずれも法定の除外事由がないのに，前記リース債権譲渡契約

の代金の名目で同社に金銭を支払うよう顧客を勧誘し，別表（添付省略）記載のと

おり，平成２９年１１月１３日から同年１２月１５日までの間，３２回にわたり，

東京都中央区（住所省略）株式会社Ｎ銀行Ｏ支店に開設された被告人らが管理する

Ａ株式会社名義の普通預金口座ほか３口座に振込送金させる方法により，不特定か

つ多数の相手方であるＰほか２２名から，同名目で支払を受ける金銭の全額に相当
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する元本を保証するとともに年利約８．５７％の配当金を支払うことを約して，合

計１億１４２８万円を受け入れ，業として預り金をした。 

【事実認定の補足説明】 

１ 主な争点～「預り金」該当性の認識の有無～ 

 本件の主な争点は，故意の有無，すなわち，被告人において，Ａが顧客に対して

有するリース債権を販売するとの名目で顧客から受け入れた現金が出資法（出資の

受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する法律）２条１項の「預り金」に該当す

ることを認識していたか否かである。 

検察官は，被告人がＡの代表取締役社長としてリース債権譲渡契約の内容を認識

した上で顧客らに対して勧誘等を行っており，「預り金」該当性の認識があったと

主張するのに対し，弁護人は，被告人は，リース債権譲渡契約の内容を知らず，「預

り金」該当性の認識がなかったと主張する。 

２ 「預り金」該当性及びその認識の有無 

  ⑴ 「預り金」該当性について 

ア リース債権譲渡契約の内容 

Ａにおいて，リース債権の販売は，会長のＢが全国の地方マネージャー等に対し

平成２９年１１月３日に送信したメール（以下「１１月３日のメール」ということ

がある。また，以下では断りのない限り平成２９年を前提とする。）を皮切りに開

始され，翌月下旬頃にＡが経営破綻するまで続けられた。 

その契約内容は，５年物リース債権として販売された額面１００万円のものを例

にとると，次のとおりである。 

・販売価格は額面から３割引の７０万円。 

・５年後満期時にＡが顧客から７０万円で買い戻す。 

・その間，顧客はＡから額面１００万円に対する年利６％の債権収入として毎月

５０００円を得る（購入額７０万円に対する年利約８．５７％）。 

・顧客が６か月以内に解約する場合は，Ａがそれまでの債権収入を差し引いて返
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金する。６か月以降に解約する場合は，購入額全額（７０万円）で買い戻す（そ

れまでの債権収入の返金の必要はない。）。 

このように，リース債権譲渡契約は，いつでも解約でき，その際には購入額全額

の返還（６か月以内に解約する場合には，それまでの債権収入と返金額を合わせて

購入額と同じになる。）が約束されている上に，６か月経過後は，購入額に対する

年利約８．５７％という金融機関等の金利と比べて相当好条件の内容となっており，

元本返還・高利回りが保証されたものである。 

イ リース債権の実体等 

次に，リース債権譲渡契約におけるリース債権は実体のない名目上のものである。

すなわち，このリース債権は，それまでＡが顧客であるユーザーとの間で締結して

いたレンタルユーザー契約（ユーザーがＡの商品（健康器具）を毎月一定額支払っ

てレンタルするもの）であったものを，Ａとユーザーとの間のリース購入契約（割

賦販売契約）に切り替えたことにして，Ａがユーザーに対して有することになった

とするものであるが，この契約内容の変更は，Ａが一方的に行ったもので，ユーザ

ーに対し契約内容の変更，さらには債権譲渡に伴う債権者の変更について説明をし

て承諾を得たり契約書を作成し直したりするなどの手続は全くされていない。しか

も，レンタルの対象商品は，Ａから同商品を購入したオーナーが，Ａを介してユー

ザーに対し賃貸したものである。そうすると，ユーザーから得られるレンタル料（リ

ース料）はオーナーに支払われるべきレンタル料（リース料）の財源となるべきも

のである。 

 Ａがアのとおり元本の返還約束をするなどしてリース債権を販売することで全

国の顧客から現金を受け入れ，そのリース債権が実体のない名目上のものであった

ことも踏まえると，受け入れた現金については，Ａがこれを「売上げ」と呼称して

いたとしても「預り金」に該当することは明らかである。 

 なお，Ａでは，全国各地で開催された催事と呼ばれる説明会において，多くの顧

客を中心にしてリース債権の購入の勧誘を行い，実際に多数の者から現金を受け入
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れている以上，説明会に参加していたのはＡの顧客がほとんどであるなどとする弁

護人の主張を踏まえても，金銭受入れの対象が出資法２条２項の「不特定かつ多数」

であることは明らかである。 

⑵ 被告人の認識 

被告人は，公判において，リース債権の販売について，会長からメール等で内容

を知らされるなどしたことはなく，いつ販売が始まったのかも分からなかったなど

と述べる。 

そこで検討すると，Ａにおいては，１０月３１日，消費者庁から，３度目の業務

停止命令等の行政処分を行う予定である旨の告知がされたことから，会長がそれま

での商品に代わるものとしてリース債権を販売することにして，会長の指示により，

全国の地方マネージャー等に送信された１１月３日のメールによって，近日中にリ

ース債権の販売を開始する予定であることやその概要が周知されたのを皮切りに，

連日のように契約の内容や書式等が送信，周知されるとともに，会長がリース債権

の販売額を約１２９億５０００万円と大規模なものにして地方マネージャー等に

対し結果を出すよう求めていた。そして，Ａにおいては，従来から，会長をはじめ

取締役のＣや国際部ゼネラルマネージャーのＤといった本社幹部が，全国各地で連

日のように開催される催事に赴き，講師として，動員された顧客に対し，会長が考

案したスライド等を用いて，地方マネージャー等と連携しながら老後の健康や生活

に不安を抱える顧客の心理を巧みについたりあおったりする活発な営業活動を繰り

返してＡの売上げ向上を牽引し，地方マネージャー等も，そうした講演内容や本社

幹部による顧客への個別面会を活用し，あるいは自らもスライド等を活用しながら

月間売上目標の達成に躍起になっていたところ，１１月４日頃以降も，催事等にお

ける同様の営業活動の中でリース債権が販売されるようになって，短期間のうちに

多数の顧客に対して多額のリース債権を販売した（以上の事実は格別争われておら

ず，証拠上も明らかである。）。そして，社長である被告人は，会長と共にＡの顔と

なって，他の本社幹部同様に月の多くを全国の催事に費やし，講師として講演を担
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当してＡの商品（健康器具等）の良さや信頼性の高さなどを説明していたのである

から，当然のことながらＡの商品や契約の売上げ向上を牽引する役割を果たしてい

た。そのような立場にある被告人としては，会長が全国に号令をかけて売り出した

リース債権の契約内容を早期に把握する必要があるし，周囲の社員も被告人に早期

に知らせる必要があるから，被告人が１１月３日のメールを確認したかはさておき，

本社幹部や地方マネージャー等が同メールを通じるなどして早期にリース債権の

契約内容を把握する中で被告人だけがその内容を知らなかったとは考えられない。 

実際，被告人は，１１月６日，Ａ業務支援部主任から被告人に送信されたメール

により，会長の指示により本日から（催事で用いる）スライドに「リース債権収入

例」等を追加したとして確認を求められると，了解した旨の返信をしている。また，

被告人は，１１月１１日には，会長宛てに「会長先ほどＦ課代にも聞いたのですが，

５年もののリース債権の場合，７０万円で１００万円の額面のリース債権を購入。

債権収入が月々５０００円×６０回＝３０万円。５年間終わる時に７０万円が償還

されるということでよいでしょうか。」とのメールを送り，同日，Ｆから「５年物

のリース債権の件，その通りです。残価はそのままお戻しします。以上，会長より」

との返信を受けている。そうすると，被告人は，講演で用いるスライドの中にリー

ス債権の購入を勧誘するスライドが加えられたことを確認したと認められるだけ

でなく，リース債権がＡのこれまでの短期契約，すなわち，顧客は購入商品の価額

に対する毎月０．５％（年６％）のレンタル料が得られる上にいつでも解約でき，

解約すれば購入額全額が返還される契約内容の流れをくむものであることを的確

に把握していたことも認められるから，被告人が遅くとも１１月１１日までにはリ

ース債権譲渡契約の内容を理解していたことは明らかである。 

また，リース債権譲渡契約の内容はＡには何ら利益をもたらさない合理性を欠い

たものである上に，レンタルユーザー契約を交わしていたユーザーにしてみれば，

契約内容や債権者の変更を意味するが，被告人が会長等にこれらの点を確認した形

跡はないことから，被告人がリース債権の実体の有無等について無頓着ないしは関
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心が相当低かったものと認められる。そうすると，被告人が少なくともリース債権

が実体のない名目上のものである可能性を認識していたと評価でき，このことも踏

まえると，被告人は，遅くとも１１月１１日までには，リース債権の販売によって

顧客から受け入れた現金が「預り金」に該当することを認識していたといえる。 

３ 被告人の役割（共謀の成否） 

次に，共謀の成立も争われていることから，被告人が果たした役割をみると，被

告人が催事においてリース債権の説明をしていたとする地方マネージャーのＩの

証言については，Ｉ自身が明確な記憶に基づいて証言しているのではなく，同様の

ことを述べる顧客らの供述調書（例えば甲５２，５５）についても２年以上前のこ

とを正確に記憶しているのかという問題があるので，これらの証言，供述調書を用

いることはためらわれる。 

もっとも，被告人も，前記のＦとのメールのやり取りを踏まえると，被告人が顧

客に対しリース債権の契約内容を正確に説明できるようにしているものと理解で

きる。そして，被告人のスケジュール管理等を担当していた者が１１月１５日に全

国のＡ店舗に送信したメールによれば，被告人主催の催事においては，被告人が個

別面会時にラック上に備え付ける資料の種類や位置についてこと細かく指定し，今

回の「リース債権譲渡説明書」等の資料が一番見やすい中心に配置するよう指示し

ている。そして，１１月１９日のＱ店における催事においては，被告人が，その前

日に同店のエリア担当者から，メールによって「（個別面会予定の顧客について）

終身保険の見直しを行い（中略）解約からリース債権へ検討されております。（中

略）今月定価リース債権で額面４，７００万円契約頂き，本人も大変喜ばれてます。

社長より後押し頂ければ，納得して増額に繋がります。何卒宜しくお願い致します。

（中略）社長を活用し，Ｑ店の２００％達成を目標にしっかり運営致します。」な

どと連絡を受けたのに対し，被告人が「了解しました。Ｑ店２００％達成に向かっ

て頑張りましょう。」と返信し，実際に被告人が１１月１９日にその顧客と個別面

会をしたところ，同日中に前記エリア担当者から，メールによって「（その顧客に
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ついて）定価リース債券（※原文のまま）２，０００万円（実入金１，４００万円）

社長面会と講演を活用し，高額見込み者より保険解約からリース債権の見込みに繋

がりました。後追いを行い，２４日迄の入金確定を行って参ります。」と連絡を受

け，１１月２４日にその顧客がリース債権の購入代金として１０５０万円を支払っ

ている（別表（添付省略）番号１６）。これらのことからすると，被告人がＱ店の

売上目標達成に尽力すべく前記顧客に対し個別面会の機会にリース債権の購入に

向けた何らかの働き掛けをしたことが優に推認される。のみならず，催事において

被告人がリース債権の説明等を直接行ったかどうかはさておき，結局は，被告人は，

リース債権の販売開始後も，Ａの顔として，催事において,商品の良さや信頼性の

高さなどを講演する中で地方マネージャー等がスライド等に基づきリース債権の

販売を勧誘している場に同席してこれに同調したり，あるいは地方マネージャー等

がそのように勧誘していることを分かりながら同様の講演をしたり，個別面会にお

いて前記同様の働き掛けをしたりするなどして，リース債権の販売も含めＡにおけ

る商品や契約の売上げ向上を牽引する役割を果たしていたことも明らかである。し

たがって，被告人としても，遅くとも１１月１１日までにはそのような役割を認識

していたといえるから，それまでに判示の共犯者らとの間で共謀が成立していたこ

とは明らかである。 

４ 結論 

 以上のことから，判示の犯罪事実を認定した。 

【量刑の理由】 

１ 本件は，会長であるＢを頂点とするＡにおいて，会長の指示の下，社長であ

る被告人や多数の社員が共謀して行った会社ぐるみによる出資法（預り金規制）違

反の事案である。すなわち，会長がリース債権の発売を指示すると，連日のように

各地で開催する催事等と呼ばれる説明会において，会長，社長である被告人をはじ

めとする幹部等が講師を務め，集めた顧客に対し，老後の健康や生活に不安を抱え

る顧客の心理を巧みについたりあおったりする活発な営業活動を繰り返し，約１か
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月という短期間のうちに，２３名の顧客から合計１億１４００万円余りもの多額の

現金を預かったのである。このように本件は，全国的な規模で行われた組織的，職

業的犯行である。しかも，本件から程なくしてＡが事実上倒産したため上記預り金

の大部分が返還されておらず，預金をしようとする一般大衆の財産を保護し社会の

信用制度等を維持しようとした出資法２条の立法趣旨が実際にも損なわれ，社会に

与えた影響は大きい。 

２ その中で，被告人は，会長と共にＡの顔となって，催事や個別面会において，

リース債権の販売も含めＡにおける売上げ向上を牽引する役割を果たしていたも

のであるから果たした役割は大きく，地方マネージャーらの負うべき責任より重い

のは当然である。 

３ 他方で，Ａは，会長によるワンマン経営の会社であり，本件を強力に主導し

た会長が最も重い責任を負うべきことはもちろんであって，被告人も社長とはいえ

会長の指示に従うほかない立場にあったことは考慮しなければならず，その意味で

非難の程度は低減される。 

４ 被告人は不合理な弁解をしているところがあって自らしたことに向き合っ

ている姿をみることはできないが，これまで指摘した犯情を踏まえると，被告人に

ついては懲役刑の執行を猶予するのが相当であることから，主文のとおり量刑した。 

（求刑 懲役２年６か月及び罰金２００万円） 

令和３年１２月２０日 

東京地方裁判所刑事第７部 

 

裁判長裁判官    浅  香  竜  太 

 

   裁判官    野  澤  晃  一 

 

         裁判官    金  井  千  夏 


